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2022-7-20 国民生活センター評価等のための有識者懇談会 

 ９時59分～11時00分 

 

○消費者庁地方協力課小堀課長 １分ほど早いのですが、そろいましたので、始めさせて

いただければと思います。 

 これから「国民生活センター評価等のための有識者懇談会」とさせていただきますが、

今年度は、令和３年度の実績と今回の中期目標期間の見込みの業務実績という２つのター

ムの業績について御意見を伺うということで、順次、御説明をさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 まず、資料の確認を簡単にさせていただければと思います。 

○消費者庁地方協力課柏原課長補佐 柏原でございます。本日もよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 まず、当庁及び国民生活センターの会議室の配置図がございます。それから、有識者懇

談会の開催についてという一枚紙のほか、議事次第がございますが、お手元にありますで

しょうか。 

 議事次第の下段に14個ほど資料のリストがございまして、右肩に番号がございますけれ

ども、順を追いますと、資料１－１から資料１－５、資料２－１から資料２－３、資料３

－１、資料４－１から資料４－４、最後に資料５－１の14資料となりますけれども、この

うち本日御意見を頂戴する対象は、資料１－２、資料１－３、それから資料１－５は令和

３年度の業務実績になります。資料２－２から資料２－３が中期目標期間見込業務実績の

資料になります。資料４－１から資料４－４が財務、決算、監査の報告となりまして、全

部で９つの資料となります。 

 ちなみに、資料１－２と資料２－１は今回は様式のみの参考提示となっております。こ

れは次回の第２回懇談会の前に主務大臣評価を記載したものを当庁側のほうから各委員の

皆様に送付させていただきまして、第２回懇談会にて特記事項の御意見等を頂戴するため

の様式でございます。 

 資料は以上になりますが、漏れなどはございませんでしょうか。 

○髙委員 取りあえず全てそろっていると思います。 

○消費者庁地方協力課柏原課長補佐 かしこまりました。 

 それから、本日はウェブ会議のため、御発言の際には冒頭でお名前をお伝えいただきま

すようお願いしますというのは昨日の話なのですが、今日は先生お一人なので、そのまま

発言いただいて構いません。御発言中以外はマイクはミュートにしておいていただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 それでは、今日は前半に業績、後半に財務状況ということで、２回に分けて御説明させ
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ていただければと思います。 

 まず、業績のほうでございますけれども、資料１－５と資料２－３を中心にいたしまし

て国民生活センターから説明をしていただきますので、後ほど御意見、御質問をいただけ

ればと思います。 

 それでは、国民生活センターの浦川総務部長から御説明をお願いいたします。 

○髙委員 すみません、今、聞き取りにくかったのですけれども、目の前に用意するのは

資料１－５と資料２－３でいいのですね。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 そうです。よろしくお願いいたします。 

○国民生活センター浦川総務部長 おはようございます。国民生活センターの浦川でござ

います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、資料１－３に総括表がございまして、評価対象項目が45項目ございまして、この

うち事象が発生しなかったなどの理由で対象外とした８項目を除きました37項目を対象と

いたしております。Ａ評価が６、Ｂ評価が31、Ｃ評価は０でございます。これらを踏まえ

まして「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためにとるべき措置」の７つの事業の評価につきましては、「商品テスト事業」をＡ評価、

残りの６事業をＢ評価といたしております。 

 評価対象項目のうちＡ評価としたもの、基準値を下回るがＢ評価としたものについて、

これから御説明をいたします。資料１－５でございます。 

 まず、Ａ評価とした項目の１つ目でございますが、「３．相談事業 （２）国民への情

報提供」です。資料１－５では１～２ページに当たります。 

 報道機関を通じた情報提供でございますが、成年年齢引下げに伴いまして、18歳、19歳

の若者が消費者トラブルに巻き込まれることが懸念されますことから、「若者注意喚起シ

リーズ」をスタートさせ、若者に多い消費者トラブルについての注意喚起を集中的に実施

いたしました。また、公式LINEを用いて若者に消費者トラブルに関心を持ってもらうよう

な取組も実施いたしました。このほか、偽通販サイトトラブルも増えている中、実際の偽

通販サイト等の画面を掲載するなどいたしまして、報道機関に取り上げてもらうための工

夫を凝らした公表を実施いたしました。さらに、新型コロナウイルス関連の消費者トラブ

ル、ウクライナ関連の義援金詐欺についても迅速に対応いたしました。 

 ウェブサイトなどによる情報提供につきましては、重要性の高いものを中心に解決策や

アドバイス、未然防止に資するFAQを53件掲載しました。FAQへのアクセス件数は約70万件

となりまして、基準値の約5.2倍となりました。 

 令和３年度は、上記により国民向け情報提供については様々な取組を積極的に実施した

ことを踏まえまして、Ａと評価いたしました。 

 次に、Ａ評価とした項目の２番目は、「４．商品テスト事業 （２）国民への情報提供」

でございます。資料１－５では３～４ページでございます。 

 消費者被害の未然拡大防止に寄与するよう、重大または社会的関心が高い事案について、
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積極的に情報提供を行い、消費者に届けるように努めました。事故事例を調査・分析し、

消費者に同種被害が多数発生している事例や、深刻な被害事例等に関する情報を迅速に分

析して取りまとめ、情報提供を行いました。 

 特に子供の事故については重篤な身体被害が発生する危険性の高い事故であり、さらな

る被害発生の可能性も考えられたため、事故情報を把握してから公表まで迅速に対応し、

必要に応じて専門医のコメントを掲載するなど、消費者に分かりやすく情報を伝えること

に努めました。 

 乳児の死亡事故という情報といたしましては、「カットパンによる乳児の窒息事故が発

生」を公表、また「男児用水着のインナー生地を確認しましょう」「マグネットパズルの

破損に注意！」の公表では、ツイッター投稿後、大きな反響をいただきました。 

 製品事故では、どの製品による事故なのかを明確にし、さらなる消費者被害の発生や拡

大防止につなげるため、事業者名を含めた公表に積極的に取り組みました。さらに、高い

関心が寄せられた新型コロナウイルス感染に関わる検査キットについても正確な情報提供

を行いました。 

 注意喚起の公表に当たりましては、メディアを通じて多くの消費者へ情報が届くように

することが重要なため、効果的な情報発信を積極的に行ったほか、各報道機関から寄せら

れる取材には、必要な情報を分かりやすく伝えてもらえるように、迅速、丁寧に対応いた

しました。「くらしの危険」の作成におきましては、公表情報を積極的に活用し、事故防

止に必要な情報をより分かりやすく提供するなど、積極的な情報提供を図りました。 

 これらを踏まえまして、年度計画を十分に達成しているといたしまして、Ａと評価いた

しました。 

 次に、Ａ評価とした項目の３番目でございますが、「４．商品テスト事業 （３）関係

機関への情報提供、情報共有及び情報交換」でございます。資料１－５では５～６ページ

でございます。 

 相談解決のための商品テスト結果のうち、必要な事故を消費者庁へ情報提供いたしまし

た。そのうち１件は、情報提供後に重大事故等として公表されました。さらに、商品テス

ト結果等を基に関係省庁、事業者団体への情報提供を行い、うち12件について対応がなさ

れました。 

 また、商品テストに関わる技術情報として、テスト実施期間が実施可能な対象商品や試

験内容、保有する施設、機器などの情報及び商品テスト情報等を収集し、ウェブサイトを

通じて消費生活センター等に情報提供いたしました。 

 さらに、消費生活センター等のテスト技術職員との情報交換を行うとともに、商品テス

ト情報をデータベース等に登録するほか、相談対応等から得られた情報や知見についても

消費生活センター等に情報提供を行いました。 

 加えて、類似または同種の商品テストを実施する関係機関等との間で定期的な会議を行

うなど緊密な情報交換を行い、連携をより強化するとともに、商品テストの公表テーマが
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重複することがないように調整いたしました。 

 これらを踏まえまして、年度計画を十分に達成しているといたしまして、Ａと評価いた

しました。 

 次に、Ａと評価した項目の４番目でございます。「４．商品テスト事業 （４）関係行

政機関等に対する改善要望」です。資料１－５では７ページでございます。 

 商品テスト結果等を基に関係行政機関等に対して制度等に関する改善要望を行っており

ます。具体的には「電動キックボードでの公道走行に注意」の公表関連で、警察庁、国土

交通省、経済産業省に対し、関係法令等の周知継続を要望した結果、電動キックボードに

関する事業者宛て注意喚起の事務連絡が発出されたことをはじめ、５件の公表案件におけ

る改善要望において、延べ９つの省庁により対応が取られました。国民生活センターの情

報が関係省庁における数多くの施策に活用されたと存じております。 

 また、「カットパンによる乳児の窒息事故が発生」の公表関連では、当該事業者に当該

品の大きさや形状、物性等の改善と適切な注意表示をするように要望したことにより、当

該事業者が当該品の物性、大きさ、注意表示の変更を実施いたしました。 

 また、「乳幼児による水で膨らむボール状の樹脂製玩具の誤飲にご注意」の公表関連で

は、当該事業者に対し事故が発生した商品の回収を検討するよう要望したことにより自主

回収が行われたことをはじめ、７件の公表案件における改善要望において、延べ20の事業

者団体及び事業者により対応が取られました。 

 これらを踏まえまして、年度計画を十分に達成しているといたしまして、Ａと評価いた

しました。 

 Ａ評価とした項目の５番目でございます。「５．教育研修事業 （１）実務能力向上の

ための研修」です。資料１－５では８～９ページでございます。 

 実務能力向上のための研修といたしましては、消費者行政職員研修、消費生活相談員研

修、消費者教育推進のための研修、消費生活サポーター研修、企業職員研修などの研修を

実施いたしております。 

 研修の実施に当たりましては、まず研修の実施対象となる関係機関等に幅広く周知し、

研修への参加を促し、受講者の確保に努めました。令和３年度も新型コロナウイルス感染

拡大の影響が続く中、相模原、徳島では、新型コロナウイルス感染対策を実施した上で、

グループでの事例検討、参加・体験型研修を積極的に取り入れ、受講効果を高める工夫を

いたしました。 

 一方、新型コロナウイルス感染拡大の影響は想定よりも大きく、一部の研修を中止する

こととなりましたが、オンライン研修に変更するなどし、受講者の研修受講の機会を確保

し、相談員の質の向上を図ることを通じて、消費者被害の未然拡大防止に寄与しました。 

 また、前年度は中止を余儀なくされました全国消費者フォーラム及び消費者教育学生セ

ミナーは、オンライン形式で実施しました。特に全国消費者フォーラムは２年連続で中止

であったため、久しぶりの開催を喜ぶ声や、オンライン開催のため遠方からでも気軽に参



5 

 

加できること等を評価する声が複数寄せられました。 

 遠隔研修については、新型コロナウイルス感染拡大の影響により在宅勤務となった際に

受講してもらえるよう、令和３年度の新作コンテンツとは別に、令和２年度のコンテンツ

を一定期間配信する対応をいたしました。 

 上記の研修の実施に際しては、アンケートで得た情報を研修内容の充実に活用すること

ができまして、指標である受講者等アンケート結果における満足度、５段階評価中平均４

以上については、実績は平均４以上を大きく上回りました。 

 以上のように、コロナ禍においても確実に研修を実施するため、昨年度の試行に続きオ

ンライン研修を本格実施したことなどを踏まえましてＡと評価いたしました。 

 Ａ評価とした項目の６番目は、「６．裁判外紛争解決手続（ADR）事業 （１）ADRの適

切な実施及び利用しやすいADRへの改善」でございます。資料１－５では10ページでござい

ます。 

 当事者が新型コロナウイルスに罹患したなどの理由により手続を延期とせざるを得ない

事案が複数発生いたしましたが、申請日から手続終了までの日数については達成目標をク

リアいたしました。また、申請事案は消費生活センターにおいてあっせん不調となった事

案が大半を占めている中ではございますが、達成目標数値の60％以上を大きく上回る

70.6％という高い和解率を維持いたしました。 

 新型コロナウイルスの影響を受け、当センター東京事務所以外、都内、地方都市等での

期日開催が困難となりましたことから、試行的にウェブ会議で開催することで、遠隔地の

当事者についても負担を軽減した上で円滑な聴取を実施いたしました。また、開催時間に

ついても当事者のニーズに最大限配慮し、柔軟化を推進しました。 

 これらを踏まえまして、年度計画を十分に達成しているといたしまして、Ａと評価いた

しました。 

 次に、基準値を下回るがＢ評価とした１項目について御説明いたします。 

 「５．保有資産の有効活用」です。資料１－５では11～12ページでございます。 

 この項目では、宿泊室稼働率、研修室稼働率の指標が設定されております。昨年度に引

き続き、新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けております。緊急事態宣言の発

令中は、原則として施設利用を中止する措置を講じ、まん延防止等重点措置実施中、特に

１月以降は研修、外部利用ともに予約のキャンセルが相次ぎました。こうした状況により、

宿泊室及び研修室の稼働率の確保に影響を及ぼすこととなりました。 

 加えて、５月～12月にかけては相模原市のワクチン接種会場として講堂を貸し出したこ

とから、研修の実施とワクチン接種の両立に努めましたが、受講者受入れのキャパシティ

ーが減少することとなりました。なお、多数の市民が迅速にワクチンを接種することがで

きたことに対しまして、相模原市長から当センターに感謝状が贈呈されております。 

 外部利用でございますが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の期間中は、予約され

た分も相次いでキャンセルが入り、密を避けるため各研修室の利用者数を大幅に絞ったこ
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と、ワクチン接種会場との併用になるため利用に様々な制限があったことなどにより、前

年度に引き続き需要は伸びませんでした。 

 この結果、宿泊室の稼働率実績については9.7％、研修室の稼働率実績については18.4％

でございました。 

 上記のように、新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けた形でしたが、感染防

止対策を徹底し、感染者を出さないように努めましたところ、利用者アンケートにおける

満足度は、研修施設96.8％、宿泊施設94.6％と極めて高い数値を確保できました。利用者

の安全・安心を最大限優先するため、その時々にでき得る限りの措置を行いました結果、

宿泊室及び研修室の稼働率を前年度より回復させた点も考慮し、また、講堂をワクチン接

種会場として貸し出したことで施設の有効活用が図れましたことから、これらの結果を総

合的に踏まえましてＢと評価いたしました。 

 続きまして、第４期中期目標見込業務実績と国民生活センター自己評価説明資料につい

て、資料２－２、資料２－３に基づいて御説明いたします・ 

 まず、資料２－２の２ページ、総括表でございます。見込み評価でございますが、評価

対象項目45項目のうち、事象が発生しなかったなどの理由で対象外とした７項目を除いた

38項目を対象といたしております。Ａ評価４、Ｂ評価34、Ｃ評価は０でございます。 

 これらを踏まえまして、「第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上に関する目標を達成するためにとるべき措置」７事業の評価は全てＢといたしておりま

す。ここでは、評価対象項目のうちＡ評価としたもの、基準値を下回るがＢ評価としたも

のについて御説明いたします。 

 資料２－３でございます。まず、Ａ評価とした項目の１つ目は、「４．商品テスト事業 

（２）国民への情報提供」です。資料２－３の１～２ページでございます。 

 相談情報や事故事例を調査・分析し、消費者に同種被害が多数発生している事例、深刻

な被害事例等に関する情報を分析して取りまとめ、必要に応じて関係行政機関等と連携し

て、消費者への情報提供を行いました。 

 令和元年度にはアマゾンと合意を取り交わし、当センターの注意喚起情報について該当

商品を購入した消費者に直接情報が届けられるなど、消費者の商品事故の未然拡大防止等

をより一層図るための効果的な対応が取られました。令和２年度は、新型コロナウイルス

関連商品等、消費者に同種被害が多数発生している事例、深刻な被害事例等に関する情報

を迅速に分析、取りまとめ、情報提供を行いました。 

 令和３年度は、画像や動画などを効果的に使用した発信を行い、メディアを通じて多く

の消費者への情報提供につながりました。また、SNSを通じた情報提供も併せて行い、特に

「男児用水着のインナー生地を確認しましょう」や「マグネットパズルの破損に注意！」

については、ツイッター投稿後、約9,000の投稿リアクションがあり、大きな反響がござい

ました。 

 さらに国民への情報提供に当たっては、製品事故などによる消費者被害の発生や拡大を
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防ぐ観点から、事業者名を含めた公表に取り組むとともに、各報道機関から寄せられた取

材に対しては、迅速、丁寧に対応いたしました。 

 また、「くらしの危険」を各地の消費生活センターや医療機関に配付し、併せてウェブ

サイトに掲載し、アクセス数は基準値を上回っております。 

 これらを踏まえまして、中期目標を十分に達成しているといたしまして、Ａと評価いた

しました。 

 Ａとした項目の２番目は「４．商品テスト事業 （４）関係行政機関等に対する改善要

望」でございます。資料２－３の３～４ページです。 

 商品テスト結果等を基に関係行政機関等に対する改善要望を行い、省庁、事業者団体、

事業者により対応が取られました。平成30年度には、「美容を目的とした『プエラリア・

ミリフィカ』を含む健康食品」の公表関連では、令和元年５月20日の厚生労働省薬事・食

品衛生審議会の部会において、その指定成分等としてプエラリア・ミリフィカも含まれる

ことが了承され、令和２年３月27日に告示されました。 

 令和元年度には、「まつ毛美容液による危害が急増！－効能等表示の調査もあわせて実

施－」の公表関連で、厚生労働省が各都道府県衛生主管部長宛てに「まつ毛美容液を標榜

する化粧品等の安全性の確保について」を発出いたしました。 

 令和３年度には、「マグネットパズルの破損に注意！」の公表関連で、当センターは業

界及び事業者に対しマグネットパズルに破損がないことを確認する旨の表示と、内蔵され

ているネオジム磁石を誤飲した場合の危険性について周知徹底を要望したことにより、一

般社団法人日本玩具協会がST基準の表示要求事項に注意表示の記載を追加しました。 

 このように、当センターの改善要望が法改正や規格基準の改正等につながっております。

これらを踏まえまして、中期目標を十分に達成しているといたしまして、Ａと評価いたし

ました。 

 Ａ評価とした項目の３番目は、「５．教育研修事業 （１）実務能力向上のための研修」

でございます。資料２－３の４～５ページです。 

 事例検討型、参加体験型研修を実施するとともに、研修対象者のニーズに積極的に応じ

つつ、高い満足度を実現しました。具体的には、平成30年度は消費者行政新未来創造オフ

ィスにおいて徳島県や県内の有識者等の協力を得ながら、徳島独自の研修を含む14件の研

修を実施いたしました。 

 令和元年度は研修の地方開催に関する全国の地方公共団体からのニーズを踏まえ、消費

者行政職員を対象とした地方開催の研修を新設し、消費生活相談員を対象にした地方開催

の研修の実施に向けて所要の準備を実施いたしました。 

 令和２年度以降、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により開催を中止せざるを得な

かった研修は生じましたが、受講者の研修機会を確保する観点から、オンライン研修を実

施する事業者へのヒアリング等をして、集合研修からオンライン研修への切替えを積極的

に行いました。 
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 令和３年度では、新型コロナウイルス感染拡大の影響が当面継続することを想定し、オ

ンライン研修を強化・充実させました。 

 以上のように毎年、状況、ニーズに応じた対応を行うことで研修を充実させ、相談員の

質の向上を図り、消費者被害の未然防止・拡大防止に寄与しました。これらを踏まえまし

て、所期の目標を十分に達成しているといたしまして、Ａと評価いたしました。 

 Ａ評価とした項目の４番目は、「６．裁判外紛争解決手続（ADR）事業 （１）ADRの適

切な実施及び利用しやすいADRへの改善」です。資料２－３では６ページ目になります。 

 ADR事業につきましても、目標の達成状況を踏まえまして、中期目標を十分に達成してい

るといたしまして、Ａと評価いたしました。 

 次に、基準値を下回りますがＢと評価した１項目について御説明いたします。「５．保

有資産の有効活用」です。資料２－３では７～８ページです。 

 宿泊室稼働率を確保するため、平成30年度、令和元年度は、研修カリキュラム等を工夫

し受講者増を図るとともに、外部利用者をさらに増やすため、ダイレクトメールによる新

規利用者の開拓や利用者への電話等による働きかけ等を積極的に行いました。その結果、

宿泊室稼働率の実績は、平成30年度37％、令和元年度31％でございました。 

 目標未達成の要因でございますが、所属自治体の内部規程等により旅費が支給されない

ため宿泊できない受講者が全体の２割程度いることや、国からの補助金制度が変更になっ

たことなど、複合的な要因が相まって研修受講者による宿泊が伸び悩んだことが影響しま

した。 

 さらに、令和２年度、令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受け、

緊急事態宣言による施設の利用中止、まん延防止等重点措置による利用控えにより利用が

伸び悩んだことなどが挙げられます。 

 宿泊室稼働率の実績でございますが、令和２年度は4.1％、令和３年度は9.7％でござい

ました。 

 研修室稼働率については、平成30年度、令和元年度は、事例検討、参加・体験型を実施

することにより研修室等を最大限に利用するとともに、外部利用者にも積極的に貸出しを

行いました。研修室稼働率の実績は、平成30年度59％、令和元年度54％でございました。

しかし、令和３年２月ほどから続いている新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受

けまして、研修室稼働率の実績は、令和２年度7.2％、令和３年度18.4％でございました。 

 このように、令和２年度、令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受

けた形でしたが、感染防止対策を徹底し、感染者を出さない対策を徹底しました。これら

の取組により利用者アンケートにおける満足度は４年間の平均で、研修施設97.8％、宿泊

施設94.3％でございました。このように、令和２年度、令和３年度と新型コロナウイルス

感染拡大の影響で稼働率は下がりましたが、他方で、令和３年度においては相模原市のワ

クチン接種会場として講堂を貸し出し、施設の有効活用の幅を広げたことにもつながり、

多数の市民が迅速にワクチン接種ができたということで、相模原市長より当センターに感
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謝状が贈呈されました。 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響が甚大であった中、利用者の安全・安心を最大

限優先し、その時点においてでき得る限りの措置を講じてまいりました。これらを踏まえ

れば、中期目標における数値目標は達成できておりませんが、その時々に必要と思われる

様々な取組を実施してきたことを考慮いたしまして、Ｂと評価いたしました。 

 令和３年度業務実績報告書と第４期中期目標期間見込業務実績の説明につきましては以

上でございます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 浦川部長、ありがとうございました。 

 それでは、国民生活センターの山田理事長、一言ございますでしょうか。 

○国民生活センター山田理事長 小堀課長、ありがとうございます。 

 理事長の山田でございます。 

 髙先生におかれましては、本日、お忙しい中、御参加いただきまして、誠にありがとう

ございます。 

 ただいま令和３年度業務実績、そして第４期中期目標期間の見込み評価に関します業務

実績について御報告いたしました。 

 この報告書の作成に当たりましては、昨年この懇談会で御議論いただきましたことなど

も参考にいたしまして作成を実施いたしました。御案内のように、コロナ禍などの通常で

はない事態によっていろいろな制約を受けながらも、平常業務をきちんとこなした上で、

新たに発生する事象に伴う消費者問題に積極的に対応してきたと自負しております。 

 よろしく御審議いただきますよう、お願いいたします。 

 以上でございます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 それでは、髙先生、御質問やコメントがございましたら、よろしくお願いいたします。 

○髙委員 ありがとうございます。 

 説明、ありがとうございました。 

 事前にいただいた資料をできるだけ読むようにいたしまして、今の説明でまたさらに詳

しいところが理解できました。ありがとうございます。 

 コロナの中でこれだけの取組を推進してこられましたことに対しまして、心から敬意を

表させていただきます。 

 この評価に問題があるということではないのですけれども、幾つか質問させていただい

て、こういった評価もあり得るのではないかというようなことで意見を申し上げさせてい

ただきます。 

 最初に３年度のほうからでもよろしいですか。両方つながっているのですけれども、資

料１－５の１ページ目、国民への情報提供というところで、全体に関わってくるのですけ

れども、ここに書いてあります基準値は中期目標期間中、要するに全体を通して初年度に

設定した基準値という理解でよろしいでしょうか。第４期の中期目標の中に出てきている
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基準値と、例えば令和３年度に出てくる基準値は同じですよね。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 はい、同じでございます。 

○髙委員 コロナ前の段階で皆さん方、基準を決めて、それとの比較で示していただいて

いるわけですね。そういう意味では、かなり厳しい基準値の中でやってこられたのかなと

いう理解をしたのですけれども、これでよろしいのか。つまり、前年度の実績を見ながら

基準値の修正を行ったとか、そういう話ではないのですよねということをお聞きしたいの

が１点目です。 

 もし中期目標の初年度に設定した基準値でやってこられたとすれば、１ページ目の評価

はＡでいいのか、もう少し上ではないのかという感想を抱いたのです。皆さん方は謙虚に

こういうことでやられているのでしょうけれども、ここまでの取組をされて、しかも数字

としてもかなり高いものが出てきていますし、私のところにいただいているＳ・Ａ・Ｂ評

価でいくと、Ｓにも該当するのかなという印象を持ちました。ですから、Ａで抑えられた

ことの意味するところも教えていただきたい、これが２点目です。 

 取りあえずここでよろしいですか。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 国民生活センターからよろしいですか。 

○国民生活センター山田理事長 理事長の山田でございます。 

 御指摘、ありがとうございます。 

 今の御指摘にございましたように、目標に係る基準値につきましては、目標設定時のも

のを使うことになっております。ですので、今回は令和３年度と第４次目標期間の２つが

ございますが、いずれも同じ基準で評価をしております。 

 定量的な目標を掲げて、これを上回る、あるいはこれに達したということの見方は、計

画そのものを変えるということは時々してきておりますけれども、目標の立て方そのもの

は変えないということでございます。ただ、各年度、評価の全般に通じまして、定性的な

形でどれだけ頑張ったか、評価をできるかということが付け加わるものだと理解しており

ます。 

 その上で、今回の御報告に当たりましては、数値基準をそれなりに達成した上で、内容

としても十分なものであったと考えて、今、御指摘の点以外もそうですけれども、幾つか

の項目についてＡ評価とさせていただいております。 

 他方、基準値をかなり大きく上回ったというところまでは、さすがに私どもの立場とし

て積極的に言えるものなのかというのは、そこまではどうかなと考えましたのでＡにして

おります。 

○髙委員 ありがとうございます。 

 私がこういう指摘をしたのは、次のところの数字を対比したときに、基準値に対してか

なり見劣りするのです。その中でＡ評価をされた理由は、こういう厳しい状況の中で、初

年度に設定された基準値という量的な比較だけでは説明できない質的なものがあるからＡ
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評価にされたのだろうと思うのですけれども、最初の国民への情報提供に関しては、理事

長はかなり謙遜されて、大きな数字は出ていないということですけれども、FAQのところな

どは今までになかったような数字が出ているなとも思っているのです。それプラス質的な

ところで大きな取組、前進があったということであればＳにしたほうが、次のものとのバ

ランスを考えると、ここがＡで、何で次もＡなのかということを言う方もいらっしゃるの

かなと思いまして、そういう発言をさせていただきました。もちろんこれに文句を言って

いるわけではなくて、全体の評価を考えると、３ページ目の商品テストのところがＡであ

るならば、１ページ目はＳにしてもおかしくないのかなという印象を持ちましたというこ

とを申し上げておきます。 

 今、３ページの話が出ましたけれども、ここも数字が下回っているということですが、

例えばツイッターの投稿への反響が非常に大きかったとか、事業者名を含めた公表を積極

的に行ったとか、こういったところの評価で、私はＡでよろしいのではないかと思ってお

ります。 

 次に、５ページ目の関係機関への情報提供について、ここのほうが基準値に対して数字

がかなり高いなと思っているのです。これぐらいの数字にされたことについては合理性が

あるのかなと。それぞれ基準値と令和３年度を見ると、数字はかなり高いところが出てい

るのではないかと思っているのですけれども、それでもＡだとされている理由があと一つ

よく分からないのです。 

 これも結局、一番最初、２番目、３番目と見ていったときに、Ａと並んでいるだけで、

もっとめり張りがあっていいのではないかと思ったのですけれども、その辺の説明をいた

だければありがたいです。 

○国民生活センター川口理事 商品テスト部を担当しております川口でございます。 

 御指摘、どうもありがとうございました。 

 商品テスト事業の３番の関係機関への情報提供等が基準値よりも上回っているが、その

前と同じ評価というのはどういった理由かとの御質問につき回答させていただきます。 

 情報提供としまして、関係機関や各省庁、業界団体、事業者団体等に積極的な情報提供

を実施することによって、その後の改善にもつながったという部分では、我々もこの項目

に関しましては十分基準値を上回っていると自負しております。そういった中で、評価と

してはＡをつけさせていただいた次第でございます。 

○髙委員 もちろん結構でございます。取りあえず印象だけ申し上げます。 

 例えば今の５ページのところでも、消費者事故等のおそれがあるものについての情報提

供件数というのは、今までなかったことをこれだけの数字を上げて取り組んでおられるわ

けです。そうすると、いただいたＳ・Ａ・Ｂ評価の中では、これ一つだけではないのです

けれども、上から３番目の数字を見てもかなり積極的に動いていただいたのだなという印

象を持ちましたので、Ｓでもいいのではないかという印象です。 

 もちろん私の感想でして、現場から見れば、実態とすればＡだということであれば、そ
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れでも結構でございます。 

○国民生活センター川口理事 川口でございます。 

 ありがとうございます。商品テスト事業の情報提供等が令和３年度に高い件数であった

要因としまして、PIO-NETの危害・危険情報が年間１万5000件程度ございます。それに加え

まして、消費者庁と国民生活センターが共同で行っております医療機関ネットワークで、

全国の30の病院と提携して情報を提供してもらっていますが、約5,000件の情報提供をい

ただきました。また、ドクターメール箱、正式名は医師からの事故情報受付窓口を開設し

ておりまして、昨年度は42件の情報提供がございました。 

 それらより、情報提供等すべきものの情報を早くつかむことができ、それを公表等に結

びつけることができたということが要因だと考えております。 

 御指摘、どうもありがとうございました。 

○髙委員 分かりました。 

 次に、８ページの教育研修についても、非常に厳しい状況の中で、できるだけオンライ

ンでやらざるを得ないというこの状況の中で、オンラインの教育研修の改善に努めていた

だいたのはすばらしいことだと思っております。 

 それから、全国消費者フォーラムも開いていただいて、大変御苦労があったかと思いま

すけれども、すばらしいことだと思いまして高く評価しております。これは本当にＡでよ

ろしいかと思っております。 

 ADRのところですけれども、ほかの委員の方もおっしゃったのではないかと思うのです

が、昨年、Ｓにしてもいいのではないかという意見はありませんでしたか。去年も最終的

にはＡになっているので、去年とも平仄を合わせればＡということにされたのかなと思い

ました。 

 最後の保有資産のところですけれども、中期計画と重なる話なので、中期計画のところ

でお話ししましょうか。取りあえず、私の印象は今、申し上げたことです。要は、最初の

ところがＡでほかもＡだというと基準が若干違うのではないか、最初はＳぐらいの評価を

持ってきてもおかしくないということだけ申し上げておきます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 評価する立場の消費者庁から言いますと、Ｓ評価というのが、量的・質的に上回る顕著

な成果という割といかつい言葉があったりしていまして、一方で、我々はどちらかという

とお叱りを受けることに慣れてしまっている面もあるというところはありますので、今、

いただきました御指摘も踏まえて、少し整理をしたいと思います。 

 それでは、もう一つのほうの中期計画期間のほうに御質問なりコメントをいただければ

と思います。 

○髙委員 中期計画期間中のものについては、特に評価について問題はないのですけれど

も、先ほど申しました保有資産の話、いただいた資料ですと７ページ目で、評価がどうこ

うではなくて、今後、国民生活センターとしても考えていかなければいけないのではない
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かと思いまして、基準値が40％ということは、当初から保有資産はなかなか有効に活用さ

れていない状況があって、コロナの影響も一つ理由としてあるのでしょうけれども、もっ

とそれ以前の構造的な問題があって、先ほど自治体から旅費の支給がされないといった問

題とかがいろいろあって、これは国民生活センターだけでは解決できない問題だなと。む

しろ消費者行政全体の話なので、この結果は当然消費者庁としても重く受け止めていただ

いていると思います。ここがＢにならざるを得ないというのは、行政としても一層支援を

していく必要があるのかなと感じました。 

 以上でございます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 国民生活センターから何かありますか。 

○国民生活センター林田理事 理事の林田です。 

 まさに髙先生の御指摘、実は昨日も両委員から同じように、構造的な問題があるので、

そこは考えていく必要があるだろうという御指摘を受けております。まさに同じような思

いだと思いますし、先生から御指摘があったように、庁とも連携を取りながら、保有資産

の今後の在り方について、抜本的に考えていかなければいけないと思っております。 

 御指摘、ありがとうございました。 

○髙委員 ぜひよろしくお願いいたします。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 それでは、業績のほうはひとまずここまででよろしゅうございますでしょうか。 

○髙委員 結構でございます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 それでは、もう一つ、財務のほうにつきましては、国民

生活センターの小林会計課長から御説明をお願いいたします。 

○国民生活センター小林会計課長 会計課長の小林でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、資料４－１の令和３事業年度財務諸表、及び資料４－２の決算報告書につい

て、主な事項を説明させていただきます。 

 まず、財務諸表についてです。表紙をめくっていただきまして、目次の次の１ページ目、

貸借対照表を御覧ください。 

 一番上の段に資産の部とありまして、そのうちⅠ、流動資産のさらに内訳としまして、

現金及び預金の額が22億円余となっております。こちらは令和３年度の当初予算及び補正

予算で受け入れました運営費交付金財源の中から、主には令和４年度への年度を越えた財

源繰越しとしまして11億円余があったこと、また、令和３年度中に発生しました経費の未

払金としまして９億円余があったこと、そして積立金があったことが理由の大宗となって

おります。 

 次に、同じ１ページ目のⅡ、固定資産についてです。内訳の１番に有形固定資産があり

ます。さらに内訳としまして建物などがございますけれども、これらの資産は、取得後、
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毎年度減価償却が発生するものですので、左端にそれぞれ２段書きで、上段に取得価格、

下段に資産取得後の減価償却累計額を記載しまして、差引額をさらにその右側に年度末の

額として記載しております。 

 また、同じ有形固定資産の中で金額が最も大きいものが土地の63億円余となっておりま

すけれども、これは相模原及び東京の各事務所分を合算したものでございまして、前年度

と同じ額で計上しております。 

 次に、２ページ目を御覧ください。上段に負債の部、中段に純資産の部と区分しており

ます。それぞれ負債の部では、一番上の段から運営費交付金債務、未払金、また、純資産

の部の内訳で３番目の利益剰余金に区分しております積立金がありますけれども、これが

先ほどの１ページ目の現金及び預金に主に対応するものとなっております。そのほか、中

段の純資産の部の１番目、資本金が89億円余とございますけれども、こちらは前年度から

変更はございません。 

 次に、４ページ目の損益計算書を御覧ください。経費を４ページ目、収益を５ページ目

に記載しております。 

 経費では、上段の業務経費と、中段以降の一般管理費と区分しておりますけれども、そ

れぞれの主なものとしましては、給与手当等の記載が分かれておりますが、総じて人件費

と、あとPIO-NET2020関係等での外部委託費となっております。 

 また、５ページ目の収益につきましては、一番上の段にございます運営費交付金が主な

ものとなっております。 

 次に、１つ飛ばしまして７ページ目のキャッシュ・フロー計算書を御覧ください。ここ

では特にⅡ、投資活動によるキャッシュ・フローといたしまして、10億円の定期預金の預

入と払戻がございました。これは令和２年度から令和３年度への繰越財源につきまして、

経費の支払いが発生するまでの１年未満の一時的な期間がございましたので、同一行内で

普通預金から定期預金に振り替えて短期間運用したものとなっております。 

 財務諸表の説明につきましては以上となります。 

 最後に、資料４－２決算報告書について説明いたします。 

 本表ですけれども、各部で実施いたします事業及び管理部門につきましては、下段中央

に法人共通と区分いたしまして、予算額と決算額を比較したものでございます。 

 収入につきましては、運営費交付金収入のほか、区分の事業収入等の内訳としまして、

図書雑誌出版収入や研修収入等、該当する事業区分のみの計上としております。 

 また、支出のほうでは、人件費につきまして、管理部門であります下段中央の法人共通

では一般管理費のほうに併せて計上しまして、各部の事業経費につきましては業務経費内

に含めて計上しておりました。 

 私からの説明は以上でございます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 それでは、最後に国民生活センターの会計業務における監事監査の結果につきまして、
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西監事から御報告をお願いいたします。 

○国民生活センター西監事 西です。 

 では、資料４－３、資料４－４に基づきまして説明をさせていただきます。 

 財務諸表、決算報告書、事業報告書については、会計監査人から適正意見をいただいて

おりますけれども、監事の日常の監査及び会計監査人とのコミュニケーション等を通じま

して、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると判断しました。 

 また、法人の業務については、法令等に従い適正に実施され、また、中期目標の着実な

達成に向け、新型コロナ感染症禍にあっても効果的かつ効率的に実施されていることを確

認いたしました。内部統制システムの整備及び運用につきましても、理事長のリーダーシ

ップの下、着実に進展しており、指摘すべき事項は認められませんでした。 

 以上、報告いたします。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございました。 

 髙先生、御説明は以上でございますけれども、何かコメントがございましたらお願いい

たします。 

○髙委員 ありがとうございます。 

 監査は適正に行っていただいて、監査の方法とか結果も適正だと。それから、内部統制

もきちんと機能しているということで、とりわけ何もお聞きするところもございません。 

 ただ、先ほどの話との関連になるのですが、例えば土地の評価額、建物もそうなのでし

ょうけれども、行政の組織であればこういう会計基準にのっとってやればいいのでしょう

けれども、例えば企業であれば、パフォーマンスが悪ければキャッシュ・フローがないわ

けです。そうすると減損処理しなければいけないわけで、その意味で、先ほど申し上げま

したけれども施設が有効に活用されるよう真剣に考えていかなければいけない課題だと感

ずるところです。 

 これは消費者庁のほうの問題かと思いますけれども、ぜひよろしくお願いいたします。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございました。 

 コロナでよく相談員の声などを聞きますと、オンラインはとても便利、よかったという

声と、やはり相模原で仲間と一緒に受けるのもよいというお声も一方ではお聞きしていま

すので、できるだけうまく施設も使いながら、研修のほうもオンラインとリアルがうまく

回るようにとか、その辺も考えてやっていきたいと思いますので、国民生活センターと協

力をさせていただきながら考えていきたいと思います。 

 どうもありがとうございます。 

○髙委員 ぜひよろしくお願いいたします。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 それでは、本日の議題というか御説明については全体を通してこんな感じでございます。 

 本日は大変貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。また、いただい

たものを踏まえて、最後、評価を考えさせていただければと思います。 
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○髙委員 よろしくお願いいたします。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 今後の予定につきまして、簡単に御説明をさせていただ

ければと思います。 

○消費者庁地方協力課柏原課長補佐 昨年と同様に、第２回の有識者懇談会も予定させて

いただいておりましたが、昨日の長岡先生、瀧澤先生の状況も勘案いたしますと、今回、

主務省の評価を委員の先生方に一旦お送りさせていただいて、持ち回り開催の運びにさせ

ていただければと考えておりますが、よろしいでしょうか。 

○髙委員 結構でございます。お願いいたします。 

○消費者庁地方協力課柏原課長補佐 気になるところは同じであったなという印象でござ

いまして、改めて資料を整理の上、御連絡させていただければと思います。 

 本日の国民生活センターからの説明と、委員の皆様からいただいた御意見を踏まえまし

て、冒頭にお話しさせていただきましたひな形になっていました資料１－２の総合評定表、

資料１－３の業務実績等報告書、資料２－１の見込み評価の総合評定表に、私ども消費者

庁側の評価を記載した資料を来週の７月28日にメールさせていただければと考えておりま

す。印刷したものを郵送させていただきまして、御確認をいただきつつ、８月４日をめど

に御意見を頂戴できればと考えてございます。 

 委員の皆様からの御意見を踏まえた主務大臣評価案につきましては、その後、大臣の決

裁を経た上で、年度評価、期間の実績評価を８月26日までに公表もしつつ、総務省のほう

へ提出を予定してございますので、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上になります。 

○髙委員 ありがとうございます。お手数をかけますが、よろしくお願いいたします。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 よろしくお願いいたします。 

 これで今日の議題は全て終わりました。 

 大変勇気をいただいたというか、非常にありがたい御評価もいただきまして、大変あり

がたく思います。引き続き、消費者庁、国民生活センター共々御指導いただければと思い

ますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○髙委員 ありがとうございました。 

 ２度もこの会議を開催していただきまして、本当に感謝申し上げます。ありがとうござ

いました。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 それでは、これで失礼させていただきます。朝早くからどうもありがとうございました。 

○髙委員 退席させていただきます。どうもありがとうございました。 


